
不 動 産 の 登 記 に

不動産を取得しても，それを登記しなければ第三者に対抗できないことはいう

までもありません。不動産を登記する場合に登録免許税が課税されます。

登録免許税（国税）

■登 記
登記にはいろいろな種類があり，加えて添付書類についても厳しい書式とき

まりがあるため，個人でするよりも司法書士などに依頼する場合が一般的であ

るようです。

なお，登記手続きが完了した旨の連絡があったときは，すぐ登記簿謄本を取

り，登記内容に誤りがないか確認することが大切です。

区 分 必要とされる登記

家屋を新築したとき 表題登記，所有権保存登記

家屋を増築したとき 表題変更登記

家屋を取り壊して建て直したとき 滅失登記，表題登記，所有権保存登記

不動産を購入したり，相続したとき 所有権移転登記

抵当権を設定するとき 抵当権設定登記

■主な税率（不動産の価格に係る課税標準）

項 目 内 容 課税標準 税 率

所有権の保存
の登記

不動産の価額 １，０００分の４

所有権の移転
の登記

相続（相続人に対する遺贈を含みま
す。以下についても同じです。）又
は法人の合併による移転の登記

不動産の価額 １，０００分の４

共有物（その共有物について有して
いた持分に応じた価額に対応する部
分に限られます。）の分割による移
転の登記

不動産の価額 １，０００分の４
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１．適用時期

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間に行われる登記については，

上記特例税率が適用されます。

２．不動産の価額

課税標準となる不動産の価額は，通常の場合，固定資産税評価額が用いられ

ます。

また，新築住宅のように固定資産税評価額のないものは，登記機関が認定し

た価額となります。

■納 税
各種登記の申請の際に，その不動産の所在地の登記所（徳島地方法務局又は

支所）において，登記申請書に収入印紙をはって納めます。

項 目 内 容 課税標準 税 率

所有権の移転
の登記

その他の原因による移転の登記 不動産の価額

１，０００分の２０
ただし，次の期間に受
ける土地の売買による
所有権の移転の登記に
ついては次のとおり。
平成２４年４月１日から
平成２５年３月３１日まで
１，０００分の１５

地上権，永小
作権，賃借権
又は採石権の
設定，転貸又
は移転の登記

設定又は転貸の登記 不動産の価額 １，０００分の１０

相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 １，０００分の２

共有に係る権利の分割による移転の登記 不動産の価額 １，０００分の２

その他の原因による移転の登記 不動産の価額 １，０００分の１０

信託の登記
所有権の信託登記 不動産の価額

１，０００分の４
ただし，次の期間に受
ける土地の信託の登記
については次のとおり。
平成２４年４月１日から
平成２５年３月３１日まで
１，０００分の３

所有権以外の権利の信託登記 不動産の価額 １，０００分の２
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